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都市計画運用指針改正（新旧対照表）

（ ）Ⅲ－２ 運用に当たっての基本的考え方

改 正 後 現 行

Ⅲ－２ 運用に当たっての基本的考え方 Ⅲ－２ 運用に当たっての基本的考え方

１ （略） １ （略）

２．市町村の主体性と広域的な調整 ２．市町村の主体性と広域的な調整

都市計画の決定に当たっては、市町村が中 都市計画の決定に当たっては、市町村が中

心的な主体となるべきであり、市町村の区域 心的な主体となるべきであり、市町村の区域

を超える特に広域的・根幹的な都市計画につ を超える特に広域的・根幹的な都市計画につ

いてのみ、都道府県が決定することとしてい いてのみ、都道府県が決定することとしてい

る。従って、都道府県が都市計画を決定する る。従って、都道府県が都市計画を決定する

ときは、市町村との十分な連携・調整を図る ときは、市町村との十分な連携・調整を図る

べきであり、特に市町村からの案の申出があ べきであり、特に市町村からの案の申出があ

る場合には、当該案の熟度や地域の実情等を る場合には、当該案の熟度や地域の実情等を

十分に踏まえ適切に都市計画を決定すること 十分に踏まえ適切に都市計画を決定すること

が望ましい。 が望ましい。

なお、市町村が決定主体である都市計画に なお、市町村が決定主体である都市計画に

ついても、当該都市計画が当該市町村の区域 ついても、当該都市計画が当該市町村の区域

を超えて広域的に影響を及ぼす場合や、関係 を超えて広域的に影響を及ぼす場合や、関係

市町村間で必ずしも利害が一致しないと認め 市町村間で必ずしも利害が一致しないと認め

られる場合等必要な場合には、都道府県は、 られる場合等必要な場合には、都道府県は、

当該都市計画についての協議 に当た 当該都市計画についての協議 に当たり、又は同意 同意

り、広域の見地からの調整を図る観点から、 広域の見地からの調整を図る観点から、適切

適切な判断が行えるよう他の関係市町村の意 な判断が行えるよう他の関係市町村の意見を

見を聴くなど、必要な情報の収集に努めるこ 聴くなど、必要な情報の収集に努めることが

とが必要である。 必要である。

（略） （略）３～７ ３～７


